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要旨 本論文は、ウッタラカンド州デラドゥン市クレメント・タウンを事例として、ホスト

社会との関係性に注目しつつ、インドにおける亡命チベット人の生活再建の方途を探るもの

である。亡命チベット人は受入国において集住しながらコミュニティを形成し、受入国の経

済にアクセスしながら、独自の価値体系の中で「チベタン的なるもの」を内在化・再生産し

ながら生きているが、今日「難民界の優等生」とまで称されるほど、受入国との関係性を尊

重しながら、社会・経済的に一定の地歩を築いてきた。

亡命社会の中でも比較的「豊か」で「独自性が強い」と言われ、亡命初期から注目されて

きたクレメント･タウンの事例を紹介し、「着の身着のまま」の脆弱な立場の難民であったチ

ベット人たちが、難民キャンプ・リーダーのイニシアティブの下、土地所有を契機として経

済活動を拡大・安定化させ、インド内外の地域経済に連結していく過程を報告する。

キーワード：インド、難民、亡命チベット人、生計再建、非農業型定住地、クレメント･タウ

ン、ブーダーン運動
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はじめに

国連難民高等弁務官事務所1（United Nations High Commissioner for Refugees：以下

UNHCR）の発表によると、世界には約 7,000 万人の強制的移動を強いられた人々が

いる［UNHCR ウェブサイト］。主な内訳は国内避難民 4,000 万人、難民 2,500 万人、

庇護申請者 310 万人である。紛争・迫害から逃れてきた難民・避難民など2、これら

UNHCR の支援対象者は第二次世界大戦後、過去 高を記録した。2017 年、新たに

避難した人は 1,620 万人に及ぶ［UNHCR2018: 6］。「難民の世紀」と称された 20 世

紀［本間 2001：49］から 21 世紀に移行した今日も、難民問題は現代社会の重要課題

である。

これら常居所を離れ、移動を強いられた人びとの本来の望みは本国への帰還であ

るが、避難状況が発生した当初は、たどり着いた先の国・地域の庇護を受けられる

か否かでその先の生活再建に向けた困難の度合いは大きく左右される。避難先の一

時的に滞在する土地においての生活の建て直しが可能か否かが重要な意味を持つ。

インドは難民条約を批准していないながら、1959 年のチベット難民（本論文では

「亡命チベット人3」と称する）の大量流入時から、 大の受入国として機能してき

た。現在、世界に拡散する亡命チベット人 12 万のうち、10 万人がインドに暮らす

［Planning Commission 2009］。 

現代のチベット難民は、「難民界の優等生」［田中 2002：173］と称される。つまり、

受け入れ国の支援と難民自身の努力により、社会的・経済的に一定の地歩を築き、

難民の社会通念を覆す状況をつくり出している。亡命チベット人は受入国において

集住しながらコミュニティを形成し、受入国の経済にアクセスしながら、独自の価

値体系の中で「チベタン的なるもの」を内在化・再生産しながら生きている（門倉

1 1950 年に設立され、紛争屋迫害により難民や避難民となった人びとを国際的に保護・支援し、難民問題の解
決へ向けた活動を行う国際連合の機関。ジュネーブ（スイス）に本部を置き、約 130 カ国で援助活動を行う。
1954 年、1981 年にノーベル平和賞を受賞［国連 UNCHR 協会ウェブサイト］。 

2 難民と避難民の違いは、国境を越えたか否かという点だが、難民と国内避難民の苦境は同質であることが多
く、共通の支援対策を執ることが も現実的である［UNHCR 協会ウェブサイト］。 

3 母国外にいるチベット人に対する呼称として、「チベット難民」（Tibetan refugee）、「避難民としてのチベット
人」（Tibetan as displaced person）、「政治亡命者としてのチベット人」（Tibetan as political asylum）、「亡命チベ
ット人」（exiled Tibetan）、「無国籍者（チベット人）」（stateless 〔Tibetan〕）などが使用される。一応の傾向と
して、政治的迫害者のニュアンスを強調する際には「難民」「政治亡命者」などと表記され、保護されるべき
弱者の面を出す際には「避難民」「亡命者」、法的立場を表す際には「無国籍者」が用いられる。本稿では、
南アジア各国を中心にその国の国籍を持たないで長期滞在するチベット人が存在するそもそもの原因が、国
家による迫害であるという点に鑑み、「政治的に迫害された」という意味合いを持つ「難民」「亡命者」を使
用することとした。一方、「難民」という語感からは、「パレスチナ、コソボ、アフガンなど『難民』という
言葉で連想する、着の身着のままで国外に逃れ、定職もなくテントやバラックで生活し、その日の食事にも
事欠くといった観念」を想起させるが、チベット難民の場合、集団亡命から 40 年以上が経過する現在では、
このような観念はほとんどの場合当てはまらない［田中 2002：173］。国外に脱出してきた当初は、「難民」
から想起される一般的連想に該当していたのだが、その後の受入国の支援と彼ら自身の努力により、その連
想を払拭できるほど社会的・経済的力をつけ、「難民界の優等生」ともいうべき難民の社会通念を覆す状況を
つくりだした［ibid.:174］。現時点で「チベット人」と言ったときに、自他共に想起するそのイメージは、社
会的・経済的に一定の地歩を築いた者たちである。地域にもよるが、チベット人と聞いたときに、一般のイ
ンド人大衆よりも経済的に優位なイメージを抱く場合すらある。したがって本論文中では、亡命初期の「着
の身着のままで…」のニュアンスを強くする際には「難民」を、「社会・経済的に一定の地歩を築いた」 近
の様子を強調する際には「亡命チベット人」という語を使用した。 
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2002、榎木 2007）。 

インド国内には、そのような定住地が 39 あり［中央チベット行政府（Central Tibetan

Administration. 以下 CTA ）4内務省ウェブサイト］（参照：図 1）、今回取り上げるク

レメント・タウン（チベット名はトンドゥプリン：チベット語で「達成地」）は、大

量亡命初期にウッタル・プラデーシュ州（現ウッタラカンド州）に設置された難民

キャンプが発展したもので、CTA（いわゆるチベット亡命政府）からの独立性の強

い性格を持つ。また、農業基盤の定住地ではないこともこの定住地を特徴づけてい

る。

本論文では、このような特性をもつ、亡命政府からの自立性の強い定住地におけ

る亡命チベット人の生活再建の方途に着目し、クレメンタウンを住処として与えら

れた亡命チベット人が、いかにして在地社会との関係性を持ちながら社会経済的な

安定の獲得を試みてきたかについて論述する。

インドに流入した亡命チベット人の移動および 大の受入国となったインドの役

割に関する既存研究を整理し（第 1 章）、亡命チベット人と定住地周辺のインド人の

関係性を概述する（第 2 章）。そのうえで、クレメント･タウンの定住地としての成

立過程と住民の生活に関する調査内容を報告し（第 3 章）、クレメント･タウンの特

長について分析する（第 4 章）。 

図 1：南アジアの亡命チベット人定住地 

インドには 10 州に 39 の定住地が設置されている［出所：https://www.reed.edu/anthro/364/maps/setmap2.gif］。 

4 1959 年に亡命先のインドに設立されたダライ・ラマ 14 世のチベット亡命政権の正式名称は中央チベット行
政府（Central Tibetan Administration. 以下 CTA）という。CTA は、チベットにおけるチベット政府の延長とし
て、1959 年 4 月 29 日ムスーリー（ウッタラカンド州）に設立され、1960 年 5 月にインド北西部のダラムシ
ャーラー（ヒマーチャル・プラデーシュ州）に移された［ダライ・ラマ法王日本代表部事務所 HP］。難民と
なってチベット外に脱出したチベット人とその「政府」が CTA であり、亡命チベット人にとっての「中央」
は、CTA のあるダラムシャーラーである。 
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1. 印中関係とチベット難民 
1-1. 受入国としてのインドの役割 

チベット人の難民化現象は中華人民共和国（以下、中国）共産党の人民解放軍が

チベットへの進軍を開始した 1950 年頃からみられるが、大量のチベット人がインド

へ流入する契機となったのはダライ・ラマ 14 世の亡命であった5。彼は 1959 年 3 月

17 日夜、ラサのノルブリンカ（ダライ・ラマの夏の宮殿）を出発し、徒歩と馬でヒ

マラヤを越え、同月 31 日、 終的には 80 名程度の人数でインド領内に入った[Tenzin 

Gyatso 2002(1990): 158]。ラサ脱出から 10 日目頃までにはインド政府宛に保護を要請

するメッセージを発出し、インドから「喜んで亡命者に対する保護を与える」[ibid.: 

215]という回答を得て、ダライ・ラマ一行は政治亡命者として保護された。 

ダライ・ラマ一行は、インド到着後直ちに亡命政権を樹立した6。亡命政権の樹立

や国連で公聴会を開催する意向などに関し、ダライ・ラマ 14 世は幾度となくネルー

首相（Jawaharlal Nehru: 1889-1964）に相談し政治的援助を求めた7が、ネルーは

その度に、チベットと中国とによる対話と交渉による平和的チベット問題の解決に

尽力するようダライ・ラマ 14 世に進言するだけであった［Tenzin Gyatso ibid.: 

168；Avedon 1997(1979) : 70］。インドは 1954 年以来、「チベットは中国の一部だ」

と公認し、1959 年 6 月にはインドはダライ・ラマ亡命政権を承認しない旨のコミュ

ニケを発表しているため、チベットの独立を標榜するチベットの亡命政府という存

在は認めない。この状況は「インドは“同情”こそ寄せるが、チベットの独立のため

に実質的援助は決して与えないだろう」と表現されている［Avedon, ibid.: 70］。 

その後、ダライ・ラマ 14 世の後を追って亡命するチベット人が続出した。インド

政府は当初、あまりに大量のチベット難民の流入に戸惑い国境封鎖などの措置を採

るが［Grunfeld 1996: 140］、下院における議論やチベット人に同情的な世論の高ま

りを経て、 終的にはチベット難民を受け入れ自立支援を行うことを決定した

［Agrawal 2003: 26-38］。その難民支援の窓口となり亡命チベット人を統率したの

が亡命政府たる中央チベット行政府（Central Tibetan Administration: CTA）であ

った。こうして、亡命チベット人は、一般のインド人とは区別された集団としてイ

ンド社会に集住することになった。 

 

                                                  
5 ダライ・ラマ 14 世のインド亡命に際する脱出時の様子は、ダライ・ラマ 14 世の自伝［Tenzin Gyatso 

1992:200-216］、脱出ルートは同人自伝中の地図［ibid.:184］を参照。 
6 ダライ・ラマ 14 世がインドで樹立した政権は、一般に「チベット亡命政府（Tibetan Government in Exile）」
と呼称され、インド内外のメディアやインド人官僚も一般的にはこの名称を使用しているが、インドの外交
的立場からみた正式名称は「中央チベット行政府（Central Tibetan Administration）」であり、公式文書には常
に CTA が使用された。本稿でも以下、CTA を用いる。 

7 ダライ・ラマ 14 世は、両国の歴史的・文化的関連性を強調し、インド－チベット関係を師弟関係（relationship 
of teacher-pupil）に喩えた［Tenzin Gyatso 2002(1990) :165］。 
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1-2. 第 1 次庇護国としてのインド

チベット難民が大量にインドに到着した 1959 年当時、インドは国際人権規約（A

規約ならびに B 規約）も難民条約も批准していなかった。国際人権規約については

1979 年に批准されたが、難民条約および議定書については現在も未批准である。国

際法学者の B.S.チムニは、インドが難民条約に加盟しないのは、テロリストやその

他犯罪者が難民保護を名目に入国する可能性を懸念するという国家安全保障の観点

によると述べる［Chimni 2003：444］。国際条約が拘束性を持たない上、インド政

体の中には難民の地位を決定し保護する法的な枠組みが存在しないため、国境を越

えてきた人々に対する処遇は政府の自由裁量に委ねられることになる。したがって、

現実問題として難民状態にある者が入国してきた場合、インド政府は難民の送り出

し国との二国間関係に基づいて難民問題を個別に処理する。このような事情から、

インドにおける難民の地位は非常に恣意的であり、近隣諸国との地政問題の見地か

ら判断が下されるため、統一された審査や保護の基準はない8。インドに入国し滞在

を希望する実質的難民に対して、受入国インドは難民に関する条約を批准していな

いがゆえに、難民として対処することはないという歪みを生じさせるのである。こ

れらの人々はほとんどの場合、在留外国人として扱われる。

1-3. ネルー首相の外交政策

インドの理解では、迫害を逃れるために国境を越えたチベット人に対する処遇は、

送り出し国である中国とインドの関係に拠っている。そこで、チベットをめぐる印

中関係を寸写した後、チベット難民が大量にインドに到着した 1959 年当時インド首

相を務めていたネルー（外相兼務）の外交政策を概観する。

インドは 1949 年の中華人民共和国成立をいち早く承認した国家のひとつであり、

1954 年 4 月以来一貫して「チベットは中国の一部」であることを認め、「インドは

いかなる反中活動にもインドがその活動の場となることを許さない」と明言してき

た［Kharat 2003: 303］。したがって、インド官吏とチベット官吏による公の外交活

動は 1954 年以来停止状態にある。インドは、チベットを印中間の緩衝国として維持

することが国益だと考えたが、同時に北京の新政府とも友好な関係を築くことを望

んだ［Grunfeld op.cit.:93-94］。 

時の首相であったネルーは、他国の国内問題については不干渉主義の信念を持ち、

新興独立国を取りまとめ国際問題の平和的解決の方図を探る指導者的役割を担って

いた［ibid.: 145］。彼の意志は、1954 年の「中国チベット地区とインドとの間の貿

易および交通に関するインド共和国と中華人民共和国との間の協定」（Agreement 

8 R.カラットは、このようなチベット人に対する処遇をブータンの対チベット人政策と比較する文脈の中で「柔
軟性のある政策」（flexible policy）と述べる［Kharat 2003: 305］。 
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between the Republic of India and the People’s Republic of China on Trade and 

Intercourse between Tibet Region of China and India. 通称、印・中チベット協定）

9の中に盛り込まれた平和 5 原則10、1955 年のバンドン会議で確認された平和 10 原

則11に反映されており、特に国家主権の尊重と内政不干渉に力点が置かれている12。 

中印国境問題をめぐるネルー外交を分析した広瀬崇子は、ネルー個人の中国認識

が基礎となってインドの対中国政策が作られたことを述べた上で［広瀬 1981:49］、

外交的友好性と国防上の攻撃性が共存するネルー外交の論理を指摘している。こう

いったインドの対中国政策の二面性は、1954 年に登場したのではなく、既に 1950

年の中国軍のチベット「解放」の事態でも現れていた［ibid.:51］。インドがこのよ

うな質の異なる両極端な政策を共存させた要因は、①インドの国益（特に国家の安

全保障と経済発展）、②対中国認識（中国の拡張主義に基づく中国ナショナリズムへ

の脅威）、③国際環境認識（冷戦状況とパキスタンとの関係）、④これら３要因に基

づく合理的計算（インドは国内経済建設のために平和と時間を必要としており、冷

戦や紛争から遠ざかっていなくてはならないが、パキスタンとは事実上交戦状態で

あり、中国の拡張主義は将来必ずインドの脅威となる。それに備えるために国防費

が必要であるが、インド経済の発展を阻害せずかつ対パキスタン防衛を犠牲にして

はならないという考え）であった［ibid.:55-57］。これら 4 要因から導き出された具

体的対中国戦略は「友好による中国封じ込め政策」で、具体的には中国の孤立化を

回避して国際政治に参加させること（国連における中国代表権問題）、および平和共

存施策を謳った 1954 年の印中協定の平和 5 原則となって結晶した［ibid.:58］。した

がって、インドのチベット難民に対する扱いは、このようなネルー外交の論理を基

礎として、政治的にはチベットを否定することで中国との友好関係を保ち、人道主

義の名目でチベット難民を援助することで、対中国防衛に備えて CTA とチベット人

を切り札に用いる意図があったといえる。インドのチベットへの処遇は、当時の地

域戦略とそれを対中国戦略として具体化したネルーの外交政策によって決定された。 

上記のような主権国家の平和共存を外交路線として打ち出し、印中関係を重視す

                                                  
9 協定の経過・内容・評価、交渉の主題と問題点については、落合淳隆[1994]を参照。ネルー外交の観点から
みた本協定の位置づけは広瀬崇子[1981]を参照。 

10 1954 年にネルー（インド）と周恩来（中国）との間で確認された国際関係規制の原則。①領土・主権の尊重、
②対外不侵略（相互不可侵）、③内政不干渉、④平等互恵、⑤平和共存、を指す。 

11 反帝国主義・反植民地主義、民族自決を基調としてアジア・アフリカの連帯を強めるため、1955 年 4 月にイ
ンドネシアのバンドンで開催されたアジア・アフリカ諸国政府レベルの会議の中で確認された原則。①基本
的人権ならびに国連憲章の目的と原則の尊重、②すべての国家の主権、領土保全の尊重、③すべての人種の
平等および大小にかかわらずすべての国家の平等の承認、④他国の内政不干渉、⑤国連憲章に従って個別的
あるいは集団的に自国を防衛する権利の尊重、⑥（a）集団的防衛協定を大国の特定利益のために用いないこ
と、（b）他国に圧力をかけないこと、⑦いかなる国の領土保全、政治的独立に対しても侵略行為、脅迫、武
力の行使をしないこと、⑧あらゆる国際紛争を交渉、調停、仲裁、司法的解決などの平和的手段および国連
憲章に従って当事国が選ぶ他の平和的手段によって解決すること、⑨相互利益と協力の推進、⑩正義と国際
的義務の尊重、を指す。 

12 その後の印中関係の悪化、非同盟を掲げた国々の離脱などによりネルーの非同盟政策は挫折したとする研究
としてはアグラワル［Agrawal 2003］、シャー［Shah 2003］を参照。 
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るインドの二面性を持った外交政策により、翻ってチベット難民に対する処遇はダ

ブル・スタンダード方式が採られた。人道的配慮と対中国政策の攻撃性の観点から

チベット難民を受け入れはするが、対中国政策の有効性の観点からチベット独立を

主張するような政治的活動は認めないという方針である。これにより、越境したチ

ベット人の受入れ手続きの具体的措置としては、一般通念として難民という名目で

受け入れるが、受け入れ後インドに滞在する資格は外国人として対処されることと

なった。当然ながら、チベット難民の受入れは印中関係に影響を及ぼすことであっ

たために、当初は外交問題とみなされて外務省が担当したが、その後内務省が担当

部署になった。現在は新規難民の受入れも、既にインドで生活している者の監督も

内務省が行っている。 

 

2. 亡命チベット人と定住地周辺のインド人との関係性 
チベット難民に関する研究は、亡命を前後した難民自身の経験を記録したものや

［たとえば、Tenzin Gyatso 1992(1967), Taring 1986(1970), Andrugtsang 1973, 

Sadutshang 2016 など］、そのような非人道的な難民発生経緯を経ざるを得なかっ

たチベット・中国関係や当時の世界情勢を踏まえつつ、難民の苦境を世界に知らし

めようとする西欧の著者によるもの［Avedon op.cit., Nowak1984, Grunfeld op.cit.

など］、あるいは国連での扱いやチベットの法的地位を検討するもの［落合 1994、毛

利 1998、水野 2000］などがある。 

自身も亡命を経て、インドの国立大学の教授となった亡命チベット人のダワ・ノ

ルブは、自身の居住地も含めた南インドにある定住地を事例として、「中央」から派

遣されてくる CTA 官吏と住民に選出された定住地代表者の指導の下、住民が協力し

て行った亡命チベット人社会の経済統合について分析した［Dawa Norbu 2004］。

各人の体験を基にした微視的視点の事例研究が示すのは、亡命チベット人は受入国

において集住しながらコミュニティを形成し、独自の価値体系の中で「チベタン的

なるもの」を内在化・再生産しながら生きている姿である。 

経済的側面からみた亡命社会の再建は、道路建設などの日雇い肉体労働から農業、

農業加工物の生産･販売、手工業製品の製造・販売、冬物衣料の個人交易という段階

を踏みながら発展していった。冬物衣料の販売については、CTA の定住地計画に組

み込まれていたものではなく、教育を受けていない農民や遊牧民を中心とする非識

字層がインドの大規模市場に参入しようと知恵を絞った結果生み出された職業であ

り、高学歴の新しい世代は、無学な前世代がやってきたような職業には就かないこ

とを指摘する［ibid.: 211］。 

教育を受けた若者は、学歴を活かしてホワイト･カラー職に就くことを希望するが、

実際は、亡命社会には圧倒的にブルー･カラーが多くホワイト･カラーは少ない。亡
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命チベット社会の人口調査によれば、ホワイトカラーに分類される「教員」「CTA/

それに類似した業務」は、インド、ネパール、ブータンの亡命チベット人人口の合

算でそれぞれ 7.1％および 9.6％の合計 16.7％であり、それ以外は「不明」の 14.2％

をのぞくと、69.1％の人口がブルー･カラー業務に従事している［Planning 

Commission 2009］。インフォーマル・セクターとしての冬季衣料販売（14.4％）と

農業労働（8.1％）がそのうちの上位 2 位を占める［ibid.: 56］。 

他方、受入国の国民たるインド人の視点から分析されたものとして、北インドの

複数のチベット人定住地を調査したインド人社会学者が、1980 年代までには「チベ

ット人は全体として自立的物々交換経済から競争経済への移行を達成しており、こ

れは亡命社会が新しい環境に適応した証拠である」というまでになった［Dawa 

Norbu op.cit.: 190-191］。基本的には在地の社会と良好な関係を築きつつも、時とし

てインド人による妬みの対象となり、暴動に発展する事例も報告されている

［Palakshappa1978, Saklani 1984, Diehl 2002, Deepak 2011 など］。 

現在のクレメント･タウン定住地内には、大規模なチベット式の仏教寺院やモニュ

メントがあり、寺院内に設けられた庭園では家族連れあるいはデートと思しきイン

ド人カップルが週末ごとに大量に訪れている。チベットという「異国」情緒溢れる

雰囲気に惹かれてインド人観光客が訪れ、寺院観光やモモと呼ばれるチベット式餃

子をほおばる姿が日常風景になっている。一見、インド人観光客を呼び込み、周辺

の在地のインド社会と融和的に生活をしているように見受けられるのがクレメン

ト･タウンである。 

 

3．クレメント･タウン亡命チベット人定住地 
ネルー首相の政策は、政治的にはチベットを否定することで中国との友好関係を

保ち、他方では人道主義の名目でチベット難民を援助するというダブル・スタンダ

ード方式が採られたことは既述した。インドのチベットへの処遇は、当時の地域戦

略とそれを対中国戦略として具体化したネルーの外交政策によって決定され、チベ

ット難民への支援は、定住地（旧難民キャンプ）の提供や教育支援という形で実施

された。1959 年末には、ネルー首相とカルナータカ州の協力で、南インドに 初の

チベット人定住地が提供され、 初の 700 世帯弱のチベット難民が入植した

［Avedon op.cit.: 87-88］。このような定住地は、1960 年代中ごろまでには 38 ヵ所

（インド、ネパール、ブータン）になり、約 6 万人のチベット難民が各定住地に移

動し、1980 年代初頭には 44 ヵ所、10 万人が生活する場所となった［ibid.: 90］。チ

ベット人難民は亡命先で受入国の許可した定住地・居住地に混住することになった。

これらの多くは未墾の地であったため、部族や出身地域という枠組みを超えて共同

して開拓作業にあたらねばならなかった。 

8



インドにおける亡命チベット人の生計再建（榎木 美樹） 

 

このような状況の下、当時インド国内で起きていた土地改革運動たるブーダーン

運動の流れのなかで独自の進路を見つけ出したのがクレメント･タウンであった。 

 

3-1.クレメント･タウン定住地の成立：キャンプから定住地へ 

クレメント･タウンはウッタラカンド州デラドゥン県デラドゥン市の郊外に位置

する。ヒマラヤ山脈の南西麓のラジャジ国立公園に隣接する町である。現在の人口

は約 22,000 人、市は 7 つの区に分割される。クレメント･タウンには軍の野営地

（cantonment）もあり、女性比（男の新生児 1,000 人に対する女の新生児の数）は

763 で州平均の 963 を下回るものの、識字率は 90.40％（男性 95.13％ 女性 84.09％）

で州平均の 78.82％を大きく上回っている。亡命チベット人は国民（インド人）では

ないため、これらの数値には反映されていない（参照：表 1 および表 2）。 

 

表 1：クレメント･タウンの宗教人口（2011 年） 

人口

（人） 

ヒンドゥ

ー教徒 

イスラム

教徒 

キリスト

教徒 

シク教徒 仏教徒 ジャイナ

教徒 

その他 非回答 

22,557 72.37% 24.16% 1.29% 1.88% 0.06% 0.06% 0.00% 0.18% 

［出所：インド国勢調査 2011 年より筆者作成］ 

 

表 2：クレメント･タウンの主要指標の比較（2011 年） 

名称 人口（人） 増加率 面積(km2) 人口密度 男女比* 識字率 

インド 1,210,854,977 17.64% 3287240 382 940 74.04 

デリー 16,787,941 21.21% 1483 11320 868 86.21 

ウッタラカン

ド州 

10,086,292 18.81% 53483 189 963 78.82 

デラドゥン県 1,696,694 32.33% 3088 549 902 84.25 

デラドゥン市 569,578 N.A. N.A. N.A. 907 88.36 

クレメント･タ

ウン 

22,557 N.A. N.A. N.A. 763 90.40 

*）男の新生児 1,000 人に対する女の新生児の数 

［出所：インド国勢調査 2011 年より筆者作成］ 

 

亡命チベット人の居住区は、ラジャジ国立公園と軍野営地の間に位置する。元来

この土地は森林地帯でもある国立公園の境界で、インド独立以後は森林局の管轄下

にある。クレメント･タウンに亡命チベット人居住地が設置された 1964 年当初は、

森林地の境で軍野営地に隣接する木々の生い茂るジャングルのようなところに難民
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キャンプが設置された、というもので、軍関係者と森林を住まいとする少数の流浪

民以外には人間はいないような場所であった。デラドゥン市内からみれば、郊外も

郊外で、それ以上行くと森林地になり、異なる言語を話す森の民がいる場所という

境界にクレメント･タウンは位置していた。そのようなクレメント･タウン地区の中

でも も周縁部に軍用地があり、その向こうのジャングル側に亡命チベット人のキ

ャンプが建てられた。亡命チベット人が居住して水や電気を通し、少しずつインド

社会にもアクセスして軍関係のネパール人や一般のインド人が周辺に居住するよう

になり（1980 年代）、デラドゥン市内での地価の高騰や土地確保の難しさから、ク

レメント･タウンの周辺にインドの病院や宗教施設、バスターミナル、私立大学が立

地するようになった（1990 年代）。その後のデラドゥン市の拡大や企業・産業施設

の郊外移転・拡張に伴い、現在クレメント･タウンは僻地というよりは、ちょっと足

を伸ばして楽しめる市の郊外としての位置づけになっている。「クレメント･タウン」

と聞いて、軍の野営地と同等、あるいはそれよりも先に「インド 大級の仏塔があ

って、チベット人が住むところ」と認識するインド人も多い。 

インド行政の中で「クレメント･タウン」とは、デラドゥン市郊外の地区名である

が、本稿においては、インド行政区域のクレメント･タウンの中でも亡命チベット人

が居住するエリア（チベット名で「トンドゥプリン」と称される亡命チベット人定

住地）を指している。 

 

1959 年のダライ・ラマ 14 世亡命時の随行者にゴンタン・ツルティム（Gungthang 

Tsultrim：1923-1978）という人物がおり、彼がクレメント･タウン亡命チベット人定

住地（当時の難民キャンプ）の創設者である。定住地内に設置されているゴンタン・

ツルティムを記念する石碑と定住地創設時からの居住者たちの語り［2005 年以来今

日までの継続調査で収録］から以下に記述する。 

ゴンタン・ツルティムはアムド地方（現・中国青海省）に生まれ、地域の雄とし

て名が知られていた人物であった。1959 年にダラムシャーラー（インド・ヒマーチ

ャル・プラデーシュ州）にチベットの亡命政府が設立された際には、アムド地方代

表として選出され、亡命社会の立法府たるチベット代表者委員会（Commission of 

Tibetan People’s Deputies）13入りしている。 

ゴンタン・ツルティムは、当初、数年のうちにチベットに帰還できると見込んで

いたため、居住場所を転々としながら帰還の時期を待っていた。つまり、定住は視

野に入れず、彼の遊牧民の出自のとおり、移動生活をしていた。このとき行動をと

もにしている難民同胞の生計のため、1960 年には有志 60 人ほどを募って舞踊・演

                                                  
13 現在の名称は亡命チベット代表者議会（Tibetan Parliament-in-Exile）。 
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劇団を結成し、デリーやムンバイ、コルカタなどのインドの大都市に団を派遣した。

生計形成もあるが、インドの人びとにチベットの文化や歴史を宣伝する目的もあっ

たという。これらの活動が評価され、1963 年には、ダライ・ラマ 14 世の御前でパ

フォーマンスを披露する栄誉も得た。ダライ・ラマ 14 世およびダライ・ラマ 14 世

の指導僧であったリン・リンポチェから定住することを勧められた。 

同じ頃、ゴンタン・ツルティムは難民への居住場所提供に尽力しているインドと

ネルー首相に感謝する意図から、チベット・ネルー記念財団（Tibet Nehru Memorial 

Foundation：以下 TNMF）を設立し、ガンディー主義者14とのネットワーク形成も試

みた。当時ラクナウ（ウッタル・プラデーシュ州）に拠点を置き土地の寄進運動を

推進していたヴィノ－バ・バーヴェー15（Vinobha Bhave:1895-1982）に申し入れ、難

民に土地を与えて共同体の再建をめざしたいと表明した。バーヴェーはこの提案を

受け入れ、かつてのナハン藩王国の王位継承者に 108 エーカーの土地を寄進しても

らい、これをゴンタン・ツルティム一団に与えた16。より厳密には、当該土地はゴ

ンタン・ツルティムを代表とする TNMF に与えられ、TNMF はこれをインドのソサ

エティ登録法（Societies Registration Act 1860）17にしたがって登録することでコミュ

ニティ所有地とし、居住者に一定区画を分配するという手法を採用した。 

 

3-2. クレメント･タウンの発展 

定住地は、運営・管理がしやすいようにいくつかのキャンプ・区画に分けられ、

さらにそれはブロックや通りに細分化された。 初の分類の基準は主要出身地域別

で、その下位分類は部族レベルで行われた。ゴンタン・ツルティムがアムド地方出

                                                  
14 インド独立の父と称される M.K.ガンディー（1869-1948：通称マハトマ・ガンディー。「マハトマ」は「偉大
なる魂」の意）が唱えた非暴力運動や市民抵抗運動の思想を信奉する人びと。 

15 マハーラーシュトラ州のバラモン（インドの身分階層の 上位）として生まれ、恵まれた環境のなかで数学、
語学の勉強にはげみ、のち、ガンディーを信奉した「第 1 の弟子」といわれる人物。1948 年にガンディーが
暗殺された後、いかにしてこのガンディー主義の非暴力を生かしていくかというのがバーヴェーの深い苦悩
の種となった［菊川 1961：65-66］。バーヴェーの推進した土地の献納運動（ブーダーン運動）は、土地問題
を人民の力によって解決しようとしたものである［同：66］。当時のインド農村人口が全人口の 83％を占め、
その 95%が農業生産に従事しながら自給自足を営み得ない農業問題こそが喫緊の課題で、土地なし農民に土
地を分配する土地改革こそ、農業問題解決の骨子だとした［同：74］。そのために、土地所有者である藩王や
地主を尋ねて回り、彼らの所有する土地の一部を譲渡してくれるよう行脚活動を行った。ネルーは、ブーダ
ーン運動の成果を重視し、バーヴェーと協議しつつ、進んで政府刊行のブーダーン運動紹介の出版を行って
いた［同：73］。今日までに 931,000 ヘクタールの土地が献納・寄進されたという［Mahapatra 2011：58］。 

16 ナハン藩王国は現在のヒマーチャル・プラデーシュ州を中心に存在した王国であった。インド独立に伴って
藩王国は消滅したが、王（ラージャー）の系統は継承された。バーヴェーの説得により、ナハン国のラージ
ャーはハルバートプール（Herbertpur.現ウッタラカンド州）近郊の土地を寄進した。だがこの土地は、独立イ
ンドでは森林局の管轄する地域内に飛び地のようにして存在していたため、森林局がインド政府や CTA を通
じて、ラジャジ国立公園北部の森林地との交換を申し入れてきた。この交渉が成立し、ラジャジ国立公園北
東部の森林地と平地の境界部分 108 エーカーがバーヴェーに託され、それがゴンタン・ツルティムを中心と
するチベット難民の定住地として供与された。当初は 50 世帯あったか否かという世帯規模だった（クレメン
ト･タウン定住地設立当初からの居住者 80 代女性からの聞き取り）。 

17 イギリス統治時代の 1860 年に設置された法律で、教育・健康・雇用などを通じ社会の利益に資する団体の
登録やその財産の所有を規定するもの。独立インドにも原則的には引き継がれ、文学・科学・慈善活動を行
う団体が、7 名の創設者を立てることで組織の登録を可能にし、土地や財産などの所有を認める法律である。
近年活発化している NGO などの多くもこの法律にしたがって登録し活動している。 
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身者だったこともあり、当初はアムド出身者がマジョリティを形成して定住地が整

備されていったが、亡命者はチベット全土から集まっているため、その他の地方出

身者も出身地ごとにレーンをなして居住していた。 

定住地内の道路はほぼ碁盤の目のようになっており、道路は A から順に B、C、

と順番が振られ、各住居も番号制である。道路のアルファベットと住居番号がわか

ればすぐに特定の家に辿りつける仕組みになっている。この順を振られた A 通り、

B 通りといった通りはほぼ部族ごとに構成されている。部族規模が通りを構成する

ほど大きくなくても、同族は血縁･姻戚関係でもあることから隣接して居住しており、

本土においてその部族と地縁関係にあった他部族が同じ通りに並ぶことになる。定

住地に暮らす亡命チベット人個人は、まず数十人の規模を束ねるストリート長（特

定の通りを統括する長）に従属し、ストリート長数名は定住地長に従属する18。 

クレメント･タウンでは、ゴンタン・ツルティムがTNMFの初代理事長（president）

を務めたことから、定住地の代表的役割を担うこととなった19。後に、定住地内に学

校（小学校～高校レベル）、コミュニティ病院、3 つの寺院（ゲルク派のタシ・キル

僧院、ニンマ派のミンド・リン僧院、カギュ派のデチェン・チョキョル僧院）が建

設された。こうした寺院は海外にも拠点を持ち、有力な僧侶たちが布教に赴くため、

外貨の獲得にも貢献し、その資金が各寺院および定住地を潤すこととなった。 

ゴンタン・ツルティムの死後も定住地は独立性を保ちながら発展し、寮を併設し

た寄宿学校20も設置され、特に先述したニンマ派寺院が再建したインド 大規模のス

トゥーパ（仏塔）や庭園、31 メートルの仏像が観光の目玉となっている21。開墾当

初は 50 世帯/200 人に満たなかった創設期のコミュニティは、今日 300 世帯/2,000

                                                  
18 理論的には、各ストリート長は定住地長に直接従属するが、現実にはチベット本土の主要地域をベースとし
た「派閥」のようなものがあり、数名のストリート長は同じ出身地域の有力なストリート長に従属し、出身
地域を代表する有力ストリート長が他の同地域出身のストリート長を取りまとめる構造になっている。具体
的には、A～D 通りはアムド出身者が多いため、4 名のストリート長はそのうち も有力な 1 名をアムドの代
表者のようにみなして定住地行政や意志決定過程で重視する。カム（東チベット）、ウ・ツァン（中央チベッ
ト）の出身者が多い通りでも同様の過程を経てそれぞれ代表者がいる。行政的位置づけとしてはいずれも単
なるストリート長で定住地長に直属するが、実際にはその中にも上下関係がある。但し、過去に比して地域
の別を越えて婚姻が進んだ今日的状況により、ある通りが特定の部族あるいは地域の出身者によって占めら
れているということは少なくなった。それにともなって、ストリート長に求められる資質も変化してきたた
め、以前ほど出身地域の利益を優先する能力に長けた人物が就任することはなくなった。むしろ、住民の意
見を調整する能力に長けた者がストリート長を務めることが多くなった。なお、他の定住地では通り（スト
リート）ではなくブロックを基準として区分され、ブロック長を取りまとめ役にする所もある（クレメント･
タウン出身の CTA スタッフ 40 代男性からの聞き取り）。 

19 初代のゴンタン･ツルティムの死後は、定住地内 大の権勢を誇るニンマ派寺院ミンド・リンの僧院長が財
団理事長を務めている。第 2 代がロド・リンポチェ（His Eminence Paltrul Jampal Lodoe Rinpoche）、第 3 代は
コチェン・リンポチェ（H.E. DG Khochhen Rinpoche）がその任を担っている。 

20 名称は「チベット子どもホーム」（Tibetan Children’s Home）。ダライ・ラマ 14 世が主たる亡命チベット人定
住地に建設し、彼の姉妹が責任者を務める TCV（Tibetan Children’s Village：チベット子ども村）に着想を得
て建設されたクレメント･タウン内にある学校。定住地内の学校教員だったソナム・センゲが 1991 年に設立
した、寄宿舎を併設した学校である。通いの生徒もいる。学費が払えない生徒からは学費を徴収せず、アメ
リカやインドを中心とする世界の NGO や個人から寄せられる寄付を奨学金として充填して運営している。 

21 e ウッタランチャル（ウッタラカンド州をプロモートするための会社）ウェブサイト 
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人の亡命チベット人が、土地の権利を所有する定住地となった22。 

 

住民の生計としては、元来クレメント･タウンの土地はブーダーン運動の下に譲与

されたものであったため、その趣旨に沿って農地にして住民の生計向上をめざした

ものの、農業経験の乏しいチベット人による耕作は失敗続きで、農地としてうまく

活用できなかった。また隣接して管理の厳しい森林地（国立公園）と軍の野営地が

あることから周辺に農地を拡大することもできなかったため、住居以外の土地がほ

とんど確保できないことも、農業へのやる気を失わせる要因であったという。多く

の住民は、近隣への日雇い労働やチベットの伝統工芸品・冬季衣料販売などへ移行

していった。そのような状況に鑑みて、70 年代には定住地内にチベットの手工芸品

の製造を訓練・販売するハンディクラフト・センターが設置され、80 年代から 90

年代にかけてクレメント･タウンは、農業よりも手工芸品製造の定住地として知られ

るようになっていく。1980 年代に主として北インドの有力定住地 3 ヵ所23で調査を

実施したインド人研究者のサクラニは、数あるインド国内のチベット人定住地の中

からクレメント･タウンを取り上げた理由を農工業かつ工芸が基盤の定住地だとい

う点、および CTA 政策への批判を公言するその独自性を挙げ、重要調査地の一つと

位置づけている［Saklani1984：43］。CTA 内務省の分類によれば、クレメント･タ

ウンは現在、農業基盤（Agriculture-based）でも手工芸品基盤（Handicraft-based）

でもない定住地（Cluster Community）に位置づけられている［CTA 内務省 HP］。 

全戸調査には至っていないが、2005 年以来クレメント･タウンで継続して行って

いる筆者のこれまでの調査を統合すると、定住地内での小売・販売業、定住地周辺

でのレストラン業、冬季衣料販売に携わる者が多く、仕事のためにある一定期間（特

に冬季衣料販売に携わる 10～2 月）は家を空けているという世帯も多い。少数なが

ら、インド企業へ就職したり、インド人を主な顧客としてビジネスをしている者も

いる。 

近年は住民の海外転出も多く、北米やヨーロッパを中心に、家族の成員が「出稼

ぎ」している世帯が増加している。後述する定住地福祉事務所の関係者からの聞き

取りによれば、海外に転出するのは個人の問題であるから福祉事務所や TNMF は関

与しないため具体的な資料があるわけではないが、印象としては少なくとも定住地

内の 3 分の 1 の世帯が、家族の誰かを海外に送っていると推測している［福祉事務

所の元書記長で、自身の妻も渡米している 40 代男性からの聞き取り］。 

                                                  
22 土地の所有権を有するチベット人定住地は、現在、クレメント･タウン以外にも 12 ある。いずれもソサエテ
ィ登録法（Society Registration Act, 1860）に基づくが、ブーダーン運動との関連性はない。 

23 CTA のお膝元であるダラムシャーラー（ヒマーチャル・プラデーシュ州）、インドの首都で CTA の難民受入
センターが近接して設置されているマジュヌ・カ・ティラ（デリー）、クレメント･タウン（当時はウッタル・
プラデーシュ州）の 3 ヵ所［Saklani 1984］。 
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海外に転出した亡命チベット人は、転出先の国で就労し、海外送金もしくは一時

帰国の際にまとまった金額を家族に渡している。クレメント･タウン内には新旧さま

ざまな家があるが、平屋でレンガ造りの家は定住地創設時からのもので老朽化して

いるのに対し、コンクリートで2階建てや3階建てに建て替わっている家の多くは、

海外に家族の成員を送っている者の住居である。また、転出先の国でも集住する傾

向にある亡命チベット人は、転出先の地域で組織をつくり、ある程度まとまった資

金ができると、定住地全体の運営費として定住地福祉事務所あるいは TNMF へ寄付

している。これらの寄付は、定住地内の新年の祝賀や学校の修復、定住地のサッカ

ーチームの運営など若者のレクリエーションの活性化、埋葬場の整備に使用された

りしている。 

 

3-3. クレメント･タウンの行政機構 

通常、定住地長（Tibetan Settlement Officer）の多くは CTA 内務省から派遣さ

れてくる役人である場合が多い。このことは、亡命チベット人社会の経済統合につ

いて分析したダワ・ノルブによっても指摘されており、定住地運営は「中央」から

派遣されてくる CTA 官吏と住民に選出された定住地代表者の指導の下、住民が協力

して行う［Dawa Norbu 2004］。住民は CTA により任命・承認された様々な位階の

責任者（ウェルフェア・オフィサー、定住地長、キャンプ・リーダー）の管理下に

あり、これら職位を持つ者が CTA からの派遣である場合、住民からあたかも「定住

地の王」の如き尊敬を受ける［ibid.:195-197］。一般に、定住地長は CTA の内務大

臣の管轄下にある。内務大臣は首相を通してダライ・ラマに直結していると理解さ

れている24。そして政治の場面では、定住地レベルの地方政治に関わることであれば、

住民が直接選んだ地方議会議員が行い、「国政」レベルの事項は民衆に選ばれた「国

会」議員と首相が担当する。このように、個々の亡命チベット人は日常生活、地方

政治、中央政治のいずれのレベルにおいても必ず「中央」たる CTA と結びつけられ

ている。 

クレメント･タウンの場合、CTA の管轄下に入ったとみなせるのは、ゴンタン･ツ

ルティムの死後、1980 年代に入ってからである。それまでは、TNMF の理事長が

名実ともにクレメント･タウンの代表であった。その後、CTA との橋渡し役を担う

定住地福祉事務所（Settlement Welfare Office）を設置し、定住地内で独自に選挙

                                                  
24 チベット民衆とダライ・ラマ 14 世との心理的直結と、それに軸をおく民衆各人のチベット人性の意図的内
面化は、CTA の施策を通じて組織的に進められるが、ダライ・ラマと CTA を同一だとみなす意識、あるいは
ダライ・ラマが推進する政策にしたがうという民衆の心理的読み替えにより，強制力を持った「上からの押
しつけ」ではなく、民衆の自発的参加を促すものとなった。このような、ダライ・ラマを統合のシンボルと
してアイデンティティを確立させる道程を「チベット人性の内面化」と捉え、ダライ・ラマ 14 世が有する卓
越した宗教的カリスマ性と政治力によってチベット民衆をナショナリズムへ動員するメカニズムについては、
拙稿（榎木 2009）にて論じた。 
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を行って福祉事務所員と地方議会議員を選出している。この地方議会議員は、年に 1

～数回実施されるダラムシャーラーでの地方議会議員大会に出席し、CTA の予算執

行にも組み込まれる。クレメント･タウンは CTA の行政上は、デラドゥン市のディ

キリン・チベット人定住地25の管轄下にある。但し、ディキリンに派遣されている

CTA 官吏によれば、現在でも、クレメント･タウンの福祉事務所は独自の意思決定

および行動をとるため、対立しているというほどではないものの、CTA の意向が反

映されにくい傾向があるという［ディキリン定住地長 50 代男性からの聞き取り］。 

 

表 3：クレメント･タウン定住地福祉事務所のメンバー構成 

 役職名 就任方法 備考 

1 所長 
定住地住民による選挙 

ニンマ僧院の僧院長が就任 

2 書記長 ――― 

3 経理 

事務所員の合議 

――― 

4 出納係 近の 20 年間ほどはインド人を採用。 

ヒンディ語での書類申請なども担う。 

5 雑用係 ――― 

［出所：定住地福祉事務所からの聞き取り］ 

 

表 4：クレメント･タウン地方議会議員のメンバー構成 

役職名と人数：合計 26 名 就任方法 

議長: 1 名 
定住地住民による選挙 

議長と副議長は、議員間の互選による 
副議長:1 名 

議員: 24 名 

［出所：定住地福祉事務所からの聞き取り］ 

 

クレメント･タウンの運営は、福祉事務所と地方議会の 2 つの機関が共同で担って

いる（参照：表 3 および表 4）。福祉事務所は執行部（Executive body）に相当し、

所長（President）、書記長（General Secretary）、経理（Accountant）、出納係（Casher）、

雑用係（Peon）からなる。所長は TNMF 理事長の宛て職で、書記長が実質的運営

者であるが、手続き上は住民の投票により選出される。経理、出納係、雑用係の 3

名は、事務所員（つまり所長と書記長）の合議により決定される。 近 20 年ほどは、

出納係がインド人である以外は、全員がチベット人でクレメント･タウンの住人であ

                                                  
25 デラドゥン市内から北東に 9km、クレメント･タウンからは北東 18km に位置する亡命チベット人定住地。

1981 年に設置され、CTA から定住地長が派遣される。デラドゥン県を中心に、クレメント･タウンを含む 4
つの定住地と 5 つの小規模な散在コミュニティを管轄している。 
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る。行政部（Legislative body）に相当する地方議会は 26 名の選挙で選出された議

員で構成される。

クレメント･タウンは、CTA から派遣される定住地長をおかず、基本的にはこの

定住地福祉事務所が定住地内の意思決定を行い、ディキリン定住地に配属されてい

る CTA 官吏たる定住地長を通して CTA とつながっている。クレメント･タウンの住

民からは月々、世帯ごとに水代やゴミ収集代その他必要経費を徴収して定住地の基

礎的運営費に充て、定住地内の資産なども運用しながら事務所と定住地を運営して

いる。給水タンクの設置や定住地内の道路整備といった比較的規模の大きいインフ

ラを整備する際には、必要に応じて CTA にアプローチして予算を獲得している。

定住地事務所の重要な任務の一つに、定住地内の土地の管理がある。上述したよ

うに、元来ブーダーン運動によって獲得した土地は、インドの法律にしたがってコ

ミュニティ登録し、個人に分配された。法律上は TNMF という組織体が所有してい

る土地であるが、ブーダーン運動の性格上、個人が土地所有をして生計向上を図る

のが目的でもあったため、定住地創設当初の住人（世帯主）に均等に分配されてい

る。各区画の世帯主の個人名での登録は定住地福祉事務所が管理している。したが

って、定住地内での土地の貸借や売買は、亡命チベット人の間で可能であるが、そ

の手続きを実行・管理するのは定住地福祉事務所の重要な役割となっている。

4．クレメント･タウンの特徴と位置づけ 
現在「豊かな」「独特な」定住地として知られるクレメント･タウンの状況からみ

てとれるのは、クレメント･タウンを支えているのは土地所有を前提とする比較的安

定した経済基盤が存在することである。何らかの事情で貨幣が必要な際には、土地

の部分的利用を含め、貸し出したり売却して現金を調達する。教育費、借金の返済、

海外への出稼ぎのための資金調達などは、この土地が担保あるいは原資となってい

る。

土地の所有権がある、ということが、クレメント･タウンを特徴づける たる事項

であるが、そもそもそれは、亡命初期のゴンタン･ツルティムの指導の下、ダライ・

ラマ 14 世やその周辺の CTA 関係者、インド政府関係者・ガンディー主義者と密に

交流して、定住地の住人に所有できる居住地を提供したことに端を発する。また、

本来は土地を所有しないインドの農村人口のために、土地に根ざした生計確立をめ

ざすブーダーン運動であったが、それを援用したクレメント･タウンの亡命チベット

人の場合、当初から肉体労働や舞踊・演劇団で生計を立てる世帯が多く、遊牧民出

自が多かったため、農業への移行が難しかった。さらに、譲与の土地たる森林地に

隣接するジャングルを切り開いたが、軍野営地も隣接するため、住居建設でその面

積を占めてしまい、耕地をさほど拡大できなかったことも農業への移行を制限する
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ことになった。そこで、商売や貿易、冬季衣料販売、定住地内およびデラドゥン市

内での商売（レストランや衣料販売）といった職業変遷をたどり、若い世代はサー

ビス業に就く者が圧倒的に多いのが実情となった。近年は外国（特に工業先進の西

欧諸国）に出ていく者あるいは出稼ぎが多く、彼らの渡航資金は、所有する土地の

貸借あるいは売却によって調達されるところが大きい。そして既述したように、海

外へ出稼ぎ者を送り出すことに成功した家は、その出稼ぎ者からの送金でさらに家

計が潤うという循環を形成することに成功している。

但し、本をただせば、クレメント･タウンに土地所有を可能にしたのは、非暴力の

民衆運動を推進していたガンディー主義活動家バーヴェーが、チベット難民を「異

人」とは見なさずに「同胞」と見なして土地の分配を地主や政治家に求めてくれた

ことにある。「印度に於ける共産主義に強力に挑戦する唯一の運動」［ザベリ 1958：

20］としてこれを支持していたネルー首相は、政治的にはチベットを否定して中国

との友好関係を保つが、インドとチベットの歴史的・文化的関連性に鑑みて人道的

配慮として難民としてのチベット人を受け入れた。難民キャンプを設置できる土地

の提供を各州政府にかけあい、チベット子弟への教育を保証し、日雇いの肉体労働

とはいえ、難民に道路建設の職を斡旋し［Avedon op.cit.: 92］、軍隊に雇用される道

を確保したのもネルー首相であった。難民条約を批准していない点や、対チベット

政策が二枚舌的である点を批判されることも多いが、見方をかえて、自国の外交方

針を保持しつつ、亡命チベット人への実質的支援を実施している点にフォーカスす

ることも可能だ。

また、生活者としての亡命チベット人側からの視点としては、定住地創始者ゴン

タン･ツルティム時代から自立運営の気質が強く打ち出され、CTA の施策とは一線を

画し、時として CTA 施策を批判しながら定住地運営を行ってきた。1980 年代ごろか

ら徐々に CTA との関係を持つようになり、ある一定程度は CTA の方針にしたがう

が、定住地福祉事務所が絶大な存在感を示しているため、CTA からの派遣される官

吏もクレメント･タウンの福祉事務所の書記長に一目おくという状況をつくってい

る。直轄が可能な他の定住地と異なり、CTA からの上意下達が通用しないのがクレ

メント･タウンである。このような体制が可能となったのは、定住地運営が CTA の

資金とネットワークのみに依存せずに、クレメント･タウンがこれまでの歴史の中で

築いてきたインド社会あるいは海外を含めた外部社会との関係性によるところが大

きいといえる。自立した定住地内経済の確立に努めてきた成果ともいえる。土地所

有はその代表的なもので、脆弱極まりなかった難民としての亡命チベット人の生活

基盤を安定させる重要な持ち札となった。

後に、チベット人の内部に生じた心理的変化も挙げておきたい。ゴンタン･ツル

ティムが組織した舞踊・演劇団の成員としてインド各地を巡業していた女性（当時
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10 歳くらい）は、当時を回想して「巡業は数週間から数ヶ月に及ぶため、両親から

離れることは不安があったが、妹も一緒だったし、年上のお兄さん・お姉さんがた

くさんいて面倒をみてくれたので寂しくはなかった。『チベット』を宣伝するのは楽

しかった。学校へはほとんど行ったことがなく勉強はしてこなかったが、自分自身

もチベットのことを学べるよい機会だった」旨を述べていた。この女性やその両親

は現在でいうアムド地方の出身ではあるが、亡命社会にくるまでは部族としての集

団認識しかなく、「チベット人」という意識が醸成されたのは、クレメント･タウン

での生活があったからだという。それまで部族ごとに服装やことば、習慣が異なっ

ていたものが、定住地での集住や巡業先で出会うインド人などから「チベット人」

と総称され、「チベット」を表象するとされる歌や踊り、舞台衣装ではあるがラサ（中

央チベット）式の様装をすることで、自らを「チベット人」と考えるようになった

という。このような自己・他者認識を通したアイデンティティ形成にも、定住地で

の暮らしは影響を与えた。 

 

以上を総括すると、まず、難民の流出先であったインドが、政治的あるいは法律

的立場・解釈がどうであれ、実質的に受入国としての役割を果たして、移動を余儀

なくされてきた「着の身着のまま」のチベット人に生活の場を提供したことが前提

条件として 重要であることがわかる。 

次に、例外的ではあるが合法的に土地所有ができたことである。実質的難民たる

亡命チベット人は、独立直後の外交政策下、インドにおいて「在留外国人」として

居住しているが、外国人たる亡命チベット人は、原則的に土地所有はできず、選挙

権は付与されていないためインドの政治･経済へのアクセスが制限されるなかでの

生活を余儀なくされている。これは、難民に限らず異国にて外国人として暮らす者

すべてに課せられた制限である。本来、土地所有と選挙権が制限される外国人たる

亡命チベット人であるが、クレメント･タウンの住人に関しては、1960･70 年代に当

時インド国内で活発であった土地改革をめざすブーダーン運動の流れのなかで、土

地の分配を受けて独自の進路を見つけ出した。ブーダーン運動自体は、主導者であ

ったヴィノ－バ・バーヴェーの死後、今日まで継続はしているものの、著しく停滞

していく［Mahapatra 2011］。そのため、同じ手法で土地所有を果たす亡命チベット

人の定住地は後に続かなかったが、クレメント･タウンの経験が、ソサエティ登録法

によるコミュニティでの所有という形態を提示する先鞭をつけたことは事実である。

クレメント･タウンの経験を特殊な事例と一蹴することもできようが、土地所有に端

を発する安定した経済基盤を確立・維持し、必要に応じて土地を活用して定住地外

での経済にもアクセスすることで生活資本を拡張・安定化させてきた一連の活動は、

当該定住地の繁栄につながり、今日のクレメント･タウンの発展を支えていることは
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明らかである。また、チベット人同士の集住により、言語・文化や伝統を保持しな

がら独自の価値体系を醸成し、「チベタン的なるもの」を内在化・再生産しながら生

きてきたことも確認できた。 

卓越したリーダーシップを発揮する人間と、その人物が実践した政府関係者や受

入国内の社会活動家への適切な働きかけと巧みな情報収集をテコに、難民という脆

弱な立場にありながら、受入国の住民が妬むほどの生活再建を図ることも可能であ

ることをクレメント･タウンの事例は提示している。 

 

おわりに 
命からがら常居所を追われ、流出先の国や地域でも押し潰されそうになる不安と

闘いながら、生存の確保、健康の維持、子どもの養育と教育、親やシニア世代・負

傷者の介護、孤独感や喪失感・トラウマへの対処、就業問題など、移動を強いられ

た人々が直面する問題は山積している。外交政策や法的解釈がいかなるものでも、

受入国での実質的支援と、流出先での寝食が確保できる場所における当該国民衆の

対応次第で、難民状態にある人びとの不安と困難は随分軽減される。難民状況を発

生させた送り出し国側の状況改善が 優先で行われなければならないことは言うま

でもないが、同時に、すでに流出してしまった移動を強いられた人々を受入れる側

でもできることは多々ある26。 

亡命チベット人に対するインドの対応は、国家が外交戦略上ダブル・スタンダー

ド方式を採ったとしても、人道支援の枠組みおよび民衆による草の根レベルでの実

質的対応が可能であることを示している。クレメント･タウンの経験は、特定の時期

の、特定の人びとによってなされた特異点にしか過ぎないとみなすこともできるが、

「難民界の優等生」と称されるまでになる亡命チベット人の生活再建プロセスの一

端を担っていることは事実である。 

 

 

 

謝辞：本稿執筆に際する主な調査は、第 46 回（平成 29 年度）三菱財団人文科学研

究助成にて実施した。記してお礼を申し上げる。 

 

 

 

                                                  
26 この意味で、「難民に冷たい」「難民鎖国」［Yahoo! JAPAN ニュースウェブサイト］と揶揄される日本の姿勢

は問われるものがあるだろう。 
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